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20２５年度 環境保全計画書 
 

 

 

202５年６月 2５日 
 

株式会社 神戸製鋼所 神戸総合技術研究所 
 

 

 

 

 

当事業所は、環境省の策定するエコアクション 21(EA21)の認証を
受けており、これに基づいて環境保全に関する活動に取り組む。 
 

 

 

 

１．環境経営基本方針 

２．環境管理体制の現況 

３．重点取り組み目標 

４．法令規制 

５．法令規制以外の環境保全活動 
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1.環境経営基本方針（神戸総合技術研究所） 

 

EA21環境経営方針 
〔 環 境 理 念 〕  

 

神戸総合技術研究所は、KOBELCO(技術開発本部)の実現したい未来である、「安全・安心で豊

かな暮らしの中で、今と未来の人々が夢や希望を叶えられる世界」の実現に向けて、地球環境の保全と

調和に配慮し省資源・省エネルギー活動に努め、社会的責任を果たします。 

 

〔 環 境 経 営 方 針 〕  

 

１．環境関連法規制及びエコアクション２１の要求事項を順守し、環境保全・改善活動に取組みま

す。 

２．環境経営目標を定めて定期的に見直しを行い、継続的改善を推進します。 

３．全所員参加による取組みを継続し、環境マインドの維持向上を推進します。 

４．具体的に以下のことに取組みます。 

① 二酸化炭素排出量の削減のため、電力・都市ガス使用量の抑制に取組みます。 

② 天然資源である水とコピー用紙を適正に使用します。 

③ 事業活動によって発生する廃棄物の排出量の抑制と適正な分別回収を行い、 

再資源化を進めます。 

④ 使用する化学物質の適正な管理を行います。 

⑤ 環境・資源・エネルギー問題の解決に資する研究開発を推進します。 

５．環境経営方針は社内に掲示し、全所員に周知すると共に外部へも公表します。 

 

 

制 定 2007年 1月 26日 

改 定 2025年 ３月６日 

株式会社 神戸製鋼所 神戸総合技術研究所 

代表者（事業所環境統括責任者） 

村 上  昌 吾  

 



3 

 

２．環境管理体制 
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３．重点取り組み目標 

EA21の環境経営目標を重点取組み目標とする。 

2５年度は事業所のトップである EA21 代表者(開発業務部長)の指示のもと、環境経営方針と推進体制を維

持する。 
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４．法規制に対する取組み 

 

１）法令規制全般に共通の計画 

①目標 

●法令違反ゼロ 

●人的・設備的被害ゼロ 

 

②目標達成手段 

●定期的に事業所部会にて報告しチェックを受ける 

●ＥＡ２１の外部監査を受け、ＰＤＣＡを継続する 

●維持管理を継続する 

 

２）法令別の目標と目標達成手段 

 目標 目標達成手段 

大気汚染防止対

策 

〇大気汚染防止法に係わるばい煙発

生施設に関して、基準値を遵守する 

〇ばい煙測定を実施。（２回/年） 

〇定期自主検査を実施。 

温対法省エネ法 〇エネルギー消費の把握と適正な使

用の推進 

〇法令に基づいたエネルギー合理化計画の推

進 

水質汚濁防止対

策 

○下水道法、水質汚濁防止法で決め

られた排出水濃度に関して、基準値

以下になるよう管理する。 

〇該当設備の定期点検及び測定を実施。 

①除害施設は１回/月点検 

②ｐＨ測定は毎日測定 

③水質検査は通達に従って分析を実施 

産業廃棄物対策 ○産業廃棄物を適正に処理する。 

○事業所外へ移動させた産業廃棄物

の種類と量を管理する。 

〇廃棄物の処理・管理 

契約委託業者による収集・運搬・処分。 

発行済マニフェストの点検。 

（２回/年の点検実施） 

○実績報告書の作成（６月） 

騒音規制法 〇指定区域における規制基準値を遵

守する。 

〇第４種区域で工業専用地域の規制基準：昼

間（８時～16時）70dB 

夜間（22 時～４時）60dB を超える恐れがあ

る場合、対策を講じる。 

土壌汚染対策法 〇有害物使用特定施設の水もれ等の

点検を１回/年毎に着実に行う。 

〇汚染土壌を排出する場合、適正処理に努め

る。 

環境保全に関す

る条例 

○電気及び都市ガスに関して、特定

物質排出抑制計画に基づいて講じた

措置の結果を報告する。 

〇報告書の提出。（１回/年） 

消防法 〇法で定める危険物の貯蔵に関し

て、指定数量を厳守する。 

〇消防設備等の管理を徹底する。 

〇危険物の指定数量調査。（１回/年 6 月実

施） 

〇消防設備の点検（２回/年） 

〇結果の報告（１回/３年） 
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・大気汚染防止法に係わるばい煙発生施設の排出基準値 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 設備名 単位 規制値 

硫黄酸化物（SOx) 冷温水発生機 K値 3 

プラズマアーク溶解炉 K値 ３ 

窒素酸化物（NOx） 冷温水発生機 ppm 150 

プラズマアーク溶解炉 ppm 180 

ばいじん 冷温水発生機 mg/Nm3 0.1 

プラズマアーク溶解炉 mg/Nm3 0.2 
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・下水道法、水質汚濁防止法に係わる排出水の自主基準値 

項目 基準値(mg/㍑以下) 

温度 45℃未満 

水素イオン濃度 5を超え9未満 

生物化学的酸素要求量 2,000 

浮遊物質量 2,000 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 5 

窒素含有量 1,200 

燐含有量 160 

沃素消費量 220 

カドミウム及びその化合物 0.03 

鉛及びその化合物 0.1 

銅及びその化合物 3 

亜鉛及びその化合物 2 

鉄及びその化合物（溶解性） 10 

マンガン及びその化合物（溶解性） 10 

クロム及びその化合物 2 

六価クロム化合物 0.1 

砒素及びその化合物 0.05 

セレン及びその化合物 0.1 

ほう素及びその化合物 10 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 

シアン化合物 0.3 

ふっ素及びその化合物 8 

フェノール類 5 

有機燐化合物 0.3 

ポリ塩化ビフェニル 0.003 

チウラム 0.06 

シマジン 0.03 

チオベンカルブ 0.2 

１，１－ジクロロエチレン 1 

ジクロロメタン 0.2 

シス－１，２－ジクロロエチレン 0.4 

１，１，１－トリクロロエタン 3 

四塩化炭素 0.02 

ベンゼン 0.1 

１，２－ジクロロエタン 0.04 

トリクロロエチレン 0.1 

１，３－ジクロロプロペン 0.02 

１，１，２－トリクロロエタン 0.06 

テトラクロロエチレン 0.1 

1,4-ジオキサン 0.5 

ダイオキシン類 10pg-TEQ/L以下 
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５．EA21以外の環境保全活動に係る計画 

 分 野 項 目 目 標 

環境に配慮した施設・設備 緑地整備 

環境保全設備の整備 

・敷地内及び、周辺整備の継続、ビオトープ設

置の検討（継続的な整備方法の決定） 

・研究排水設備の点検・保全の徹底 

・定期的な水質検査 

従業員教育 ①環境に関する教育 ＥＡ２１の前年度実績と当年度計画の周知 

従業員教育 

地域社会への参画 

②家庭も含めたエコへの意

識向上 

コベルコ エコライフノート（環境家計簿）への

参加を奨励し、環境意識啓発を図る。 

地域社会の環境保全活動等

に地域社会の一員として、社

員の自主参加により参画す

ることを支援 

事業所周辺の清掃活動。 

1回/月 実施。 

再生エネルギー活用 太陽光発電システム運用 事業所内の太陽光発電システムの運用の継続 

 


